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資料１

○ 令和元年10月１日からの改正について

１．報酬改定

２．就学前障がい児の発達支援の無償化

○ 平成31年４月１日からの改正について

１．サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の研修等の改定

相談支援専門員の研修の改定（令和２年４月１日から）

２．児童指導員の資格要件等の改正

○ その他

１．受動喫煙対策のための健康増進法改正（敷地内・屋内禁煙）

２．家庭・教育・福祉の連携「トライアングル」プロジェクト

３．情報公表制度の協力依頼
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○新しい経済政策パッケージ（平成29年12月８日）（抄）

１．幼児教育の無償化
（具体的内容）

子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教育の無償化を一気に加速する。広く国民が利用している３歳から５歳までの全ての子供達の
幼稚園、保育所、認定こども園の費用を無償化する。なお、子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、公平性の観点から、同制度における利用者負
担額を上限として無償化する。

（実施時期）
こうした幼児教育の無償化については、消費税率引上げの時期との関係で増収額に合わせて、2019年４月から一部をスタートし、2020年４月から全面的に実施する。

また、就学前の障害児の発達支援（いわゆる障害児通園施設）についても、併せて無償化を進めていく。

○経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年６月15日）（抄）

１．人づくり革命の実現と拡大
（１）人材への投資
① 幼児教育の無償化

このほか、就学前の障害児の発達支援（いわゆる「障害児通園施設」）については、幼児教育の無償化と併せて無償化することが決定されているが、
幼稚園、保育所及び認定こども園と障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象とする。
（実施時期）

無償化措置の対象を認可外保育施設にも広げることにより、地方自治体において、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設の利用者に対する保育の必要性の認定に関
する事務などが新たに生じることになることを踏まえ、無償化措置の実施時期については、2019 年４月と2020 年４月の段階的な実施ではなく、認可、認可外を問わず、３
歳から５歳までの全ての子供及び０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子供について、2019 年10 月からの全面的な無償化措置の実施を目指す。

○幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針（平成30年12月28日）（抄）

４．就学前の障害児の発達支援

○ 就学前の障害児の発達支援についても、併せて無償化を進める。具体的には、満３歳になった後の最初の４月から小学校入学までの３年

間を対象に、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業並びに福祉型障害

児入所施設及び医療型障害児入所施設の利用料を無償化する。

また、幼稚園、保育所又は認定こども園とこれらの発達支援の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象とする。

20 障害児入所施設は、入所している障害児に対し、日常生活の指導や知識技能の付与など、通所型の児童発達支援と同様の支援を行っていることから対象に含める。

また、基準該当児童発達支援事業所及び共生型の特例により指定を受けた児童発達支援事業所も対象とする。

21 認可外保育施設等と併用した場合も同様（認可外保育施設等については上限額あり）。

就学前の障がい児の発達支援の無償化について2019年10月～改正
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幼児教育の無償化について （「幼児教育無償化の制度の具体化に向けた方針」（12月28日関係閣僚合意）のポイント）

幼児教育の無償化の趣旨 → 幼児教育の負担軽減を図る少子化対策、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性

１．幼稚園、保育所、認定こども園等

● ３〜５歳︓幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育（標準的な利⽤料）の利⽤料を無償化
※ 新制度の対象とならない幼稚園については、月額上限2.57万円（注：国立大学附属幼稚園0.87万円、国立特別支援学校幼稚部0.04万円）まで無償化

※ 保護者から実費で徴収している費用（通園送迎費、食材料費、行事費など）は、無償化の対象外。食材料費については、保護者が負担する考え方を維持
３～５歳は施設による実費徴収を基本。低所得者世帯等の副食費の免除を継続し、免除対象者を拡充（年収360万円未満相当世帯）

● ０〜２歳︓上記の施設を利⽤する住⺠税非課税世帯を対象として無償化

２．幼稚園の預かり保育

● 保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園に加え、利⽤実態に応じて、⽉額1.13万円までの範囲で無償化

３．認可外保育施設等

● ３〜５歳︓保育の必要性の認定を受けた場合、認可保育所における保育料の全国平均額（⽉額3.7万円）までの利⽤料を無償化

● ０〜２歳︓保育の必要性があると認定された住⺠税非課税世帯の子供たちを対象として、⽉額4.2万円までの利⽤料を無償化

● 認可外保育施設における質の確保・向上を図るため、指導監督の充実に向けた取組や認可施設への移⾏⽀援など様々な取組を実施

４．就学前の障がい児の発達支援

● 就学前の障がい児の発達⽀援を利⽤する３〜５歳の子供たちについても、利⽤料を無償化。幼稚園や保育所等を併⽤する場合も含む
※ ０～２歳のの住民税非課税世帯については、既に無償となっている

※ 保護者から実費で徴収している費用や医療費については、無償化の対象外

５．実施時期

● 令和元(2019)年10⽉１日 18

児童福祉法施行令の一部を改正する政令について
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※１．児童福祉法第21条の５の４における特例障害児通所給付費に係る利用者負担についても対象とし、通所特定費用（児童福祉法第21条の５の３）、
入所特定費用（児童福祉法第24条の２）及び医療にかかる利用者負担を含めない。
また、放課後等デイサービスについては、就学後の児童を対象としたものであるため無償化の対象とはならない。

※２．医療型障害児入所施設には、指定発達支援医療機関を含む。

サービス内容

障がい児の発達支援の無償化の対象となるサービスについて

児童発達支援
（児童福祉法第６条の２の２）

未就学児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの
支援を行う

児童発達支援に加え、治療を行う

保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活
への適応のための専門的な支援などを行う

施設に入所している障がい児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う

施設に入所又は指定医療機関に入院している障がい児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能
の付与並びに治療を行う

福祉型障害児
入所施設

（児童福祉法第42条）

重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して発達支援を行う

無償化の対象となる就学前の障がい児の発達支援の範囲については以下のとおり。

医療型
児童発達支援
（児童福祉法第６条の２の２）

居宅訪問型
児童発達支援
（児童福祉法第６条の２の２）

保育所等
訪問支援

（児童福祉法第６条の２の２）

医療型障害児
入所施設

（児童福祉法第42条）
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就学前障がい児の発達支援の無償化における事務のフローについて

障害児通所支援事業所の例（契約）
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就学前障がい児の発達支援の無償化における事務のフローについて
【主な事務の流れ（国保連委託の例）】
市区町村︓
・ 保護者に対し、障害児通所給付費の⽀給決定・受給者証に無償化対象期間を記載（※１）
（※１）令和元(2019)年10⽉時点において既に⽀給決定を受けている場合は、受給者証更新の際に順次記載する。

事業者︓
・ 障がい児へサービスを提供・無償化対象児童かどうかの確認（受給者証により確認）(※２)
（※２）受給者証が更新されるまでの令和元(2019)年10月〜令和２(2020)年9月の間は、⽣年月⽇により確認。
○ 令和元(2019)年10月〜令和２(2020)年３月まで

･･･ ⽣年月⽇が、平成25(2013)年４月２⽇から平成28(2016)年４月１⽇までの児童が無償化の対象
○ 令和２(2020)年４月 〜令和２(2020)年９月まで

･･･ ⽣年月⽇が、平成26(2014)年４月２⽇から平成29(2017)年４月１⽇までの児童が無償化の対象
以降は、受給者証に無償化対象期間が明記される。

・ 保護者への利⽤料の請求時に、無償化対象児童の利⽤者負担額を請求しない。
・ 国保連に対して給付費の請求書等を提出（無償化対象児童の利⽤者負担額は「０」とし、利⽤者負担額も含めて国保連に請求）

【その他(備考)】 国保連へ事務を委託していない障害児入所施設及び一部の県⽴施設等については、このスケジュールの限りではない。
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令和元年度 令和2年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
 R1(2019).10.1～  R2(2020).4.1～  R3(2021).4.1～  R4(2022).4.1～  R5(2023).4.1～

R2(2020).3.31 R3(2021).3.31 R4(2022).3.31 R5(2023).3.31 R6(2024).3.31

H29(2017).4.2～H30(2018).4.1

無償化の

期間

H25(2013).4.2～H26(2014).4.1

対象者の

生年月日

H26(2014).4.2～H27(2015).4.1

H27(2015).4.2～H28(2016).4.1

H28(2016).4.2～H29(2017).4.1

H30(2018).4.2～H31(2019).4.1

⼩学校⼊学により、無償化期間終了

無償化の対象者・時期



就学前障がい児の発達支援の無償化における事務のフローについて

項目 内 容

対象範囲・
要件

３歳になった年度の翌年度の４⽉１日から開始し、⼩
学校就学で終了。
学校教育法第18条に基づく就学猶予（免除）の対象
となった児童も、年齢にかかわらず、⼩学校就学までの間、
無償化の対象。

事務手続き 令和元年（2019年）10⽉時点で受給者証に印字の
ない無償化対象児童は、受給者証の更新までの間、事
業者がサービス費を請求する際、児童の⽣年月⽇によ
り無償化対象児童かどうかを確認し、請求を⾏う。

無償化対象児童については、これまで事業者が利⽤者
に請求していた利⽤者負担額を、事業者から国保連等
への請求額に上乗せして請求。

請求方法・
システム
入⼒

「利⽤者負担上限⽉額①」欄はこれまでと同様、無償化
でない場合の額を入⼒。
(システム不一致は、「警告（重度）」が発生し、市町村で審査)
「利⽤者負担額②」欄は、無償化適⽤後の⾦額を⼊⼒。
(システム不⼀致は、「エラー」が発⽣し、再度請求が必要)

利⽤料等の
算定方法

無償化対象児童は利⽤者負担上限額管理は不要のた
め、利⽤者負担上限額管理加算も対象外
多子軽減適⽤世帯に無償化対象児童がいる場合、無
償化対象児童も世帯の児童数に数えて算定。
（無償化対象児童分の利⽤者負担額は0として算定）

食事の提供に要する費⽤や日⽤品費等、これまでも実
費負担とされていた費⽤、医療に係る利⽤者負担は無
償化の対象に含めない。
（医療型個別減免については、福祉部分のみ無償化対象）24


